
現時点において、国か
ら実施・補助要綱等が
未発出
⇒発出され次第公募開始

2025年 ２月 ３月 ４月・５月 ６・７月

今年度の試行的事業から
引き続き実施する事業者・

公立保育所

2025年度から新規に
開始する事業者

乳児等通園支援事業（こども誰でも通園制度） 2 0 2 5 / 2 / 1 3
こ ど も 部 保 育 課

報告事項

対象者：保育所等に通っていない０歳６か月～満３歳未満の子ども（市内約2,200人）事業（制度）
の概要 利用時間：月10時間まで 利用料：１時間あたり300円程度（実施施設が設定）

2024（R6）年度 2025（R7）年度 2026（R8）年度

国の動き
・児童福祉法及び子ども・子育て支援法
を改正し、法制度化（6月）
・認可基準の内閣府令を発出（1月）

・「地域子ども・子育て支援事業」
（国補助事業）の一つとして、乳児
等通園支援事業を開始

・子ども・子育て支援法
に基づく新たな「乳児等
通園支援給付」が開始

市の動き

・本格実施を見据えた試行的事業を市内
８施設にて実施（全国118市町村、県内６市

町）（7月～）

・（3・4月）市は、実施施設を公募
し、実施事業者を認可。

・認可された施設が、乳児等通園支
援事業を開始。

・市は、2026年度の給付制度開始に
向け、対象施設について、給付制度
実施施設としての「確認」を行う。

（本格実施）

・保護者からの申請に基
づき市が給付認定。（給
付＝利用する権利の付与）

・保護者は、当該事業を利
用する（＝給付を受ける）。

安積町つつみ幼稚園 大槻中央幼稚園

こはらだ幼稚園（こ） たから幼稚園

田村町つつみ幼稚園 富久山幼稚園

富久山西幼稚園 わかば幼稚園（こ）

経 過

・2025年度以降の事業実施及び認可に向け２条例を制定（2025年３月定例会）

○郡山市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例 （認可の基準を制定）

○郡山市乳児等通園支援事業に関する条例 （鶴見坦保育所にて実施：０歳３名、１歳３名、２歳２名）

※（こ）は認定こども園、その他は幼稚園

公募・認可・事業開始
までの工程
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こどもの利用（受け入れ）開始

7/1～ こどもの利用
（受け入れ）開始
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広報・新規利用者の登録受付（通年）

認可及び受け入れ開始に向けた
施設の体制整備・研修 等
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就労要件を問わず、認可
保育所、認定こども園、
幼稚園等を利用できる。


